
お知らせ

　平成３０年８月より高額療養費と高額介護合算
療養費の限度額が見直しとなりました。

　北海道が行った業務や制度の内容を審査する制度

が、「北海道苦情審査委員」制度です。

　道の業務に不備な点や制度に問題があるときは、

皆様の申し立てを元に調査を行い、道の機関に是正

や改善を求めますので、苦情があればお気軽にご相

談ください。

■申し立ての方法

　・申立書を郵送・ＦＡＸ・メール

　※申立書は道庁または振興局に備え付けのリーフ

　　レットまたはＨＰ（道総合政策部、道政相談セ

　　ンター等）からダウンロードできます。

■お問い合わせ

　・北海道総合政策部知事室道政相談センター

　　（〒０６０－８５８８　札幌市中央区北３条西６丁目）

　　☎０１１－２０４－５５２３　ＦＡＸ　０１１－２４１－８１８１

　　E-mail　kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp

　・檜山振興局総務課　（☎５２－６５００）

　１か月の自己負担限度額のうち「現役並み所得者」の
負担額が課税所得に応じた限度額となるほか、「一般」
の外来のみの限度額が引き上げとなります。

　当機構は、渡島・檜山管内（函館市を除く１７市
町）の地方税の滞納額の縮減を図るために市町に代
わり、差押え・公売などの強制的な滞納整理を行っ
ている一部事務組合です。設立から今年で１５年にな
り、納税に誠意のない方に対しては、毅然とした態
度で対応して滞納整理を進めてまいりました。
　平成３０年度は、
納税されている方
と納税に誠意のな
い方との税負担の
公平性を保つた
め、さらに取り組
みを強化し、収入
確保、滞納整理に
努めます。

■お問い合わせ：渡島・檜山地方税滞納整理機構
　　　　　　　　☎０１３８－４７－９５９９

　高額介護療養費の限度額のうち「現役並み所得者」
区分が課税所得に応じた限度額に変更となります。

■お問い合わせ
・北海道後期高齢者医療広域連合
　　　　　　　　 　（☎０１１－２９０－５６０１）
・住民課戸籍保険グループ

※１　月の途中で７５歳の誕生日を迎えることにより加入する方
は、加入した月の自己負担限度額が１／２に調整されます。
（障害認定で加入する方は除く）

※２　多数該当（過去１２か月に３回以上世帯単位における高額
療養費の支給に該当し、４回目以降の支給に該当）の場合の
自己負担限度額です。

※３　１年間の外来の自己負担合計の限度額が１４４，０００円とな
ります。
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平成２９年度徴収実績
引受件数 ２６０人
滞納処分件数 ４５８件
動産差押《自宅などの捜索》 ３８件
徴収金額 １億１，４２２万円
徴収率 ４２．４３％
平成３０年度引受状況
引受人数 ２６５人
引受金額 ２億７，０００万円
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